
Title 裁判官および裁判員による, 収集の違法性が疑われる証拠の採用・不採用が法的判断に与える影響

Author(s) 山崎, 優子; Yamazaki, Yuko; 伊東, 裕司 他

Citation 龍谷大学矯正・保護研究センター研究年報, 2, 120-139

Issue Date 2005

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/44699

Type journal article

File Information RKHN2_120-139.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



Corrections and Rehabilitation Rεsearch Center (CRRC) Journal No.2 2005 

個別研究

裁判官および裁判員によるヲ収集の違法性
が疑われる証拠の採用@不採用が法的判断
に与える影響
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伊東裕司慶応義塾大学文学部教授
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はじめに た。結果に基づき望ましい証拠整理について議論

「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」が する。

2004年に公布された。これにより，公判前準備

手続で「違法収集証拠の証拠能力の有無に関する

事実調べJ を行うことが可能になった。しかし裁

判員制度の実施を念頭に置いた場合，違法収集証

拠の証拠能力の有無を公判前に行うべきか，公判

期日に行うべきかの問題は，重要な問題である。

予断が生じる可能性があるという理由から，裁

判員には違法収集証拠の存在を知らせない方がよ

いのか(公判前手続で実施するか)，それとも裁判

の透明性を保つためには，裁判員に違法収集証拠

の存在を知らせる方がよいのか(公判期日に実施

するか)。

本研究では模擬裁判員実験を実施し，①裁判員

が収集方法の違法性が疑われる証拠の存在を知る

こと，②証拠の採用・不採用を裁判員自身が判断

すること，③審議によって採用・不採用が決定さ

れることが，裁判員の有罪判断にどのような影響

を及ぼすかを検討した。

その結果，収集方法の違法性が疑われる証拠の

存在を知ることは，必ずしも裁判員の有罪判断率

を高くすることはなかった。また審議により不採

用となった場合，裁判員の判断にかかわらず，裁

判員はこの証拠を無視して判断することができ
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1 問題

2004年5月21日 r刑事訴訟法等の一部を改正

する法律案」が成立し，同28日に公布された。こ

の法案の第316条の2には「充実した公判の審理

を継続的，計睡的かっ迅速に行うため必要がある

と認めるときは，・…・・事件の争点及び証拠を整理

するための公判準備として，事件を公判前整理手

続に付することができる」とある。しかし，公判

前に証拠を整理することについては，予断排除原

則に抵触すると危慎する声もある。例えば竹之内

(2005)は r自白の任意性や違法収集証拠など証

拠能力の有無に関する事実調べを公判前手続で行

うとすれば，証拠そのものに触れることにもなり，

予断排除原則との関係で大いに問題がある。……

(証拠能力に関する事実調べは)公判期日において

行われるべきである」としている(刑事訴訟法の改

正一一公判前整理手続と証拠開示一一online)0 

しかし一方で、， 2009年までに導入される裁判

員制度のことを考えれば，公判期日において証拠

能力の有無を問題にすることにも懸念がある。裁

判員は，公判前整理手続きには参与しない。従っ

て，公判前に整理手続きが行われれば，裁判員は



不採用証拠に接触することはないだろう O だが，

公判期日に証拠整理を行えば，裁判員はこれらの

証拠に触れることになる。こういった証拠に触れ

ることは，裁判員に予断偏見を与えることになら

ないだろうか。

少なくとも米関の研究においては，不採用証拠

に接することが，賠審員の有罪・無罪判断に影響

を及ぼすことが知られている O 例えばKassinand 

Sukel (1997)は，合衆国フルミネイト事件での最

高裁判決(Arizonav. Fulminante， 1991)を題材に

次のような実験を行った。この判決では，誤って

採用された証拠が「無害の手続的取庇(訴訟手続上

の根底ないし違反ではあるが，当事者の実質的な

権利を害しないもの)Jだとされた。このような判

断が妥当であるかどうかを謂べるために， Kassin 

らは，模擬陪審員に以下のような条件で自自供述

の存在を提示した。すなわち，強い圧力のもとで

得られた自白か(拳銃で脅される等:高圧力)，低

い圧力のもとで得られた自白か(精神的に追いつ

められた:低圧力)，裁判官により採用されたか(採

用)，不採用であったか(不採用)という， (高正力・

低圧力)x (採用・不採用)の4条件である。また，

自白供述のない統制条件も設けられた。

賠審員の課題は与えられた条件の文章を読み，

評決を行うとともに，自白に証拠能力があると思

うか，裁判官の判断(採用か不採用か)を記憶して

いるか，自由供述の存在は自分の評決に影響を及

ぼしたと思うか等の費問に回答することであっ

た。その結果，告白供述が高圧力のもとで得られ，

不採用とされた条件(高圧力・不採用条件)の陪審

員であっても，統制条件に比べ有罪判断率が高い

ことが見出された。興味深いことに，陪審員自身

は自白供述の証拠能力は低いと判断し，裁判官が

自白供述を不採用としたことも記壊しており，不

採用証拠は自分の評決に影響を及ぼしていないと

評定している O この実験は，違法証拠に接触した
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場合，本人も気がつかないうちに有罪方向へのバ

イアスがかかつてしまうことを示唆している。

公判期日において証拠の採用・不採用が議論さ

れる場合，裁判員も違法収集証拠に接する機会を

与えられることになる。たとえ最終的には不採用

とされたとしても，違法収集証拠に接することは

裁判員の判断に問様のバイアスをかけるのではな

しミカ〉。

山崎・伊東 (2005)はKassinand Sukel (1997) 

に倣い，証拠収集の問題や裁判官による証拠の採

用・不採用判断が裁判員の有罪・無罪判断に及ぼ

す影響を調べた。ただし，証拠収集の問題につい

てはKassinらのように高圧力か低圧力かを操作す

るのではなく，単一の条件のみを設け，裁判員自

身に証拠採用の是非(証拠収集の合法性)を判断さ

せた。明らかに違法と分かる状況を設定せずに，

裁判員自身がその証拠を適切と見るか否かの影響

について検討することを意図したためである。ま

た，裁判官による最終的な証拠の採用・不採用に

ついては， Kassinらの条件を修正し，審議による

(つまり裁判官と裁判員によって決定された)採

用・不採用とした(ただし，実際に審議をさせた

わけではなし審議により採用/不採用となった

信，文章で提示した)。裁判官のみが判断したと

するよりも，裁判員自身も含む審議体で決定した

とする方が，影響力が大きいのではないかと考え

たためである。この他告白供述のない統制条件を

設けた。さらにKassinらの実験では，主たる証拠

が自白のみであったが，山崎・伊東 (2005)では

複数の証拠を設けた。これは裁判員が単一の証拠

だけでなく，複数の証拠を関連づけて，有罪また

は無罪の「ストーリー」をつくるのかどうかを検討

するためであった。

その結果，証拠の評価に関しては「ストー 1)ー」

の考え方と矛盾しない結果が得られたが，有罪判

断率に関しては，予想、に反し，審議による自白供
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述の採用・不採用による明確な影響は見られな

かった。社会人が実験に参加した実験Iでは，証

拠が審議によって採用され，しかも裁判員自身も

採用とした場合にのみ，有罪判断率が統髄条件よ

りも高かった。また大学生が参加者であった実験

2では，審議による採用・不採用の判断も裁判員

自身による採用・不採用の判断も，有罪判断率に

は影響を及ぼさなかった。この結果をそのまま受

け入れるならば，不採用となる可能性のある証拠

を示されても，裁判員の判断は歪むことはないと

いえる O もしもそうであれば，証拠整理は公判前

手続きに行うのではなく，むしろ公判期日に裁判

員とともに行う方がよいかもしれない。

しかし上記の実験には開題もある。例えば自白

供述の収集の違法性が明確で、なし複数の証拠が

存在したため，自自供述の違法性の問題が相対的

に小さく評価された可能性があるo 裁判員を証拠

整理に立ち会わせた方がよいか，よくないのかに

ついては， より慎重な吟味が必要でドあろう。

そこで本研究では，採用されればより明確に有

罪を証明すると考えられる証拠を材料として用

い，再度，裁判員自身による採用・不採用の判断

と審議による最終的な採用・不採用判断の影響を

検討する。

具体的には，合成麻薬を不法に所持していたと

して起訴された被告人の裁判を想定する。問題の

証拠は，被告人の薬物反応が検出された尿の鑑定

書である。採尿手続きに開題がある尿の鑑定書の

証拠能力については，最高裁でも異なる判断が示

されている。ある覚せい剤取締法違反事件では，

「採尿手続の違法はいまだ重大とはいえない」とさ

れ，鑑定書の証拠能力が肯定された(最決平成7

年5月30B刑集49巻 5号703頁)。しかし，別の

覚せい剤取締法違反・窃蕗被告事件では証拠能力

を否定している(最決平成15年 2月14日刑集57

巻2号121頁)。このように， どちらとも判断さ
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れうる証拠を用いることにより，一方の判断に偏

らない多様な反応を得ることができると考える o

ところで有罪・無罪判断には様々な要国やプ

ロセスが関わっていると考えられるが (Charman，

Honess & Levi， 2001) ，その一つのモデルは，裁

判員が各証拠から，被告人の罪の「蓋然性Jを推定

し，それを自分自身の，あるいは一般的(と判断

者自身が考える)有罪基準と比較する，というも

のである(ここで、は蓋然性判断モデ、ルと呼ぶ)。蓋

然性が自己の，あるいは一般的な有罪基準を越え

ていれば有罪判断を下し，蓋然性が基準に満たな

ければ無罪と判断するとされる (Kassin& Sukel， 

1997) 0 

また rストーリ -J を想定するという説もあ

る(Pennington&ιHastie， 1988) (ストーリーモデ

ルと呼ぶ)。この説によれば，裁判員は複数の証

拠から被告人の有罪，あるいは無罪を支持する

ストーリーを作り上げ，最終的には個別の証拠か

らというよりも，ストーリーにもとづいて有罪・

無罪判断を行うとされる。 Pennington&ιHastie 

(1988)は有罪判断を下した模擬陪審員が，実際

には提示されなかった検察鱒主張をも「提示され

た」と誤再認しやすいことを示した。このような

誤再認は，有罪判断を行った賠審員が個別の証拠

の記憶よりも，全体的な有罪ストーリーにもとづ

いてt情報処理を行なっていることの証左だと考え

られる。

このような考察にもとづき，本研究では，有罪・

無罪判断のプロセスを検討するために，有罪・無

罪判断のみならず，蓋然性判断，有罪基準(裁判

員自身および裁判員が考える一般的基準)，およ

び証拠の強さ(有罪性を示す度合い)に対する判断

や各証拠の記憶(実際に提示されたもの，されな

かったものについての記憶確信度)についての質

問も行うこととする。

本研究での検討課題をまとめると以下の3点に
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なる。

①違法性が疑われる証拠(最終的には審議によ

り不採用になるものと，採用になるもの)への接

触は，裁判員の有罪・無罪判断に影響を及ぼす

か。これは，審議による採用条件(Admissible条件，

以下A条件)，審議による不採用条件(Inadmissible

条件，以下 I条件)，統制条件 (Control条件，以

下C条件)を比較することにより検討する。ただ

し，審議は実際に行わせるわけではなく r審議

により採用/不採用となった」毘，文章で提示す

る。

②審議による最終的な採用・不採用判断(上記

のA， 1)，および審議前に行われる裁判員自身

の採用・不採用判断(以下に示すa，i)は，裁判

員の有罪・無罪判断に影響を及ぼすか。これは， A，

1条件の裁判員に裁判員自身の考えとしては

採用か不採用か」を判断させ裁判員自身として

は採用」とした者の群を a条件 r裁判員自身と

しては不採用j とした者の群を i条件とし， Aa， 

Ai， Ia， Iiを比較することにより検討する。大文

字のA，1は実験者lこより設定された審議による

判断を，小文字のa，は裁判員個人による判断

を表す。

③各条件の裁判員，および有罪判断・無罪判断

を行った裁判員では蓋然性判断，有罪基準，証拠

の強さ(有罪性を示す度合い)，証拠の記憶にどの

ような違いが見られるか。これらは各質問項目に

よりf食言すする。

2 方法

(1 ) 参加者

173人の学生，社会人(19"-'77歳，平均年齢

29.6歳)が実験に参加した。これらの参加者を，

審議により証拠が採用されたとするA条件 (70

人)，不採用とされたとする I条件 (69人)，違法

性が疑われる証拠が呈示されないC条件 (34人)
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に振り分けた。A条件と I条件の人数が多いのは，

裁判員自身の採用・不採用判断により，参加者を

さらに a群と i群に分割するためである。最終

的には， Aa， Ai， Ia， Ii条件の各人数は40，30， 

40， 29人であった。なお，参加者は都内私立大

学の通学課程，通信教育課程在籍の学生および関

係者であり，法学部法律学科の学生や，現在ある

いは過去に法律関係の職に就いたことのある者は

除外した。参加者には1，000円を謝礼とし，必要

な場合には交通費を別途支給した。参加者の募集

にあたっては，模擬裁判に裁判員として参加する

実験である旨，事前に告知した。

(2) 材料

裁判官が証拠を採用するA条件，不採用とする I

条件 c条件のために，以下のような公判記録冊
子および質問を作成した。

(a) 公判記録冊子

雑貨自主(被告人)が麻薬密売人Xから麻薬を買

い，不法に所持していたとする架空の裁判の公判

記録を作成した。公判記録は 1，2， 3からなり，

1と3はA， 1， Cすべての条件に提示され 2

はA， 1条件のみに提示される O なお冊子の冒頭

には，実験の概要，採用・不採用判断を行う際の

注意事項(手続の適法性，排除判断を考慮するこ

と)，判断を行う際の注意事項(判断は証拠にもと

づいて行なうこと)，合理的疑い，事件瞬要，公

判の流れについての説明を記した。

①公判記録起訴状朗読，罪状認否，検察の

冒頭陳述，検察側立証からなる。

e公判記録2:被告人の薬物反応が検出された
尿の鑑定書と，それに関わる検察側の主張と弁護

慨の反論からなる。それぞれの主張は以下のよう

なものであり@"-'④の各点が対応している。

裁判官および裁判員による，収集の違法性が疑われる証拠の採用・不採用が法的判断に与える影響 123 
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〔検察側の主張〕

警察は麻薬密売容疑で行方を追っていたXに

逃亡されたが xから麻薬を買っていたという
人物(被告人)についての匠名情報を得て，翌

日の早朝7時に捜査員5人が被告人宅へ向かっ

た。被告人にXのことで聞きたいことがあるの

で任意で、署に来て協力してほしい旨伝えたとこ

ろ，被告人は了承した⑥。 Xが逃亡した20日

午後 xと被告人が会っていたとの目撃情報が
あることから，署では20日の被告人の行動に

ついて説明を求めた。被告人は中埠頭で5時か

ら8時まで釣りをしていたと言ったが，それを

証明することは難しかった。被告人は一緒に釣

りをしていた人がいると言ったが，相手の名前

も聞いておらずその人物を特定することは難し

かった⑥。警察が，事件とは無関係だと証明す

るためにも，任意で与尿検査を受けて欲しいと依

頼したところ，被告人は「自分の身の潔白を晴

らせるなら」と承諾した@。しかし被告人は5

分経ってもトイレから出てこず，心配になった。

トイレの中から鍵をかけ， トイレから出てきた

のは 1時間も経過してからだ、った④。

〔弁護側の主張〕

警察官が被告人宅に来た早朝7時は，就寝中

で，警察官の怒鳴り声があまりにも大きかった

ので，恐怖を感じた。 Xの写真を示されて， X

のことを聞かれたが，被告人はXと会った覚え

がなく rxのことは知りません」と言った。し

かし警察官'は被告人を取り囲み，次第に声を荒

げて「とにかく来い。話を開くだけで返してや

る」と繰り返し怒鳴ったので，近所の手前もあっ

て不安になった被告人は署に向かった@。署で，

被告人は， 20日の午後5時から 8時まで中埠

頭で釣りをしていたことを話し，一緒に釣りを

していた人がいるのでその人を探して欲しいこ
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とをお願いした。しかし「名前も知らない人を

調べようがない。それは無実の証明にならないJ

と一蹴された⑥。「尿検査をするから」とコップ

を予渡されたが，被告人は「釣りをしていた人

を探して欲しい」と拒否した@。しかし「尿検査

をして身の潔白を示すしかないだろ」と大声で

怒鳴られ，挙句の果てに警察官5人にトイレに

I時間も監禁された④。被告人はひどい混乱状

態にあり，恐怖心から仕方なく尿検査に応じた

が，任意で、検査に応じたわけではない。

Q公判記録3:公判記録3は，検察側による 3

つの証拠とこれらの証拠に対する弁護側の反論，

および弁護側による 3つの証拠とこれらの証拠に

対する検察側の反論からなる O これらの証拠にも

とづき，検察側立証からは有罪ストーリー，弁護

側立証からは無罪ストーリーを作ることが可能で

ある。各証拠については次頁の陸1を参照された

し泊。

(b) 判断および質問

有罪無罪の判断，蓋然性，有罪基準(参加者自身，

および参加者が考える一般的基準)，証拠の強さ

についての判断に関する質問，証拠の記壊を尋ね

る質問(検察側の証拠と弁護側の反論，および弁

護側の証拠と検察側の反論。実際に呈示されたも

のと，実際には呈示されなかったものがある)を

作成し，冊子とした。なお， A，条件について

のみ，鑑定書の記櫨(審議の結果，鑑定書は採用

されたか採用されなかったか)と鑑定書の影響(鑑

定書が審議の結果，採用/不採用になったことは，

本人の有罪・無罪判断に影響を及ぼしたか)につ

いても質問を行った。各質問については，表1を

参照されたい。
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国1 実験の涜れ

l A条件 | i i条件 l | 仁条件 | 

実験者は，参加者に小冊子を配布し，実験概要の説明を行う。質問を受け付けた後，公判記録を配布する。

公判記録ー1
検察側が，薬物反応が検出された尿の鑑定書を証拠申請するが，

弁護側が尿は違法に採取されたとして意義を申し立てる。尿が

採取された状況について，弁護側と検察側が争う。

※警察官と被告人の主張は文参照。

裁判員による採用・不採用の判断

参加者に質問紙を配布し，被告人の尿の鑑定蓄を証拠採用すべ

きか杏かの判断を求める。

l Aa I I Ai I I la I 

公判記録-2
「審議の結果鑑定書は証拠

採用することになったJとし

て，銭定書の内容が明らか

にされる。弁護側は鑑定法

に問題があると反論。

(審議による採用・不採用の

結果)

検察側立証

公判記録制2
F審議の結果，鑑定書は証拠

不採用となったJとして，銭

定書の内容は明らかにされ

ない。

(審議による採用・不採用の

結果)

実験条件と参加者による

採用・不採用判断から4
群に分類

A:A条件
条件

a 採用と判断
! 不採用と判断

O被告人のマンションの物量から発見された麻薬(麻薬密売人のAの倉庫から発見されたものと再じ)
O麻薬密売人Aの倉庫から発見された封筒(被告人の指紋を検出)
0麻薬密売人Aの携帯電話の通信記録 (Aが逃亡した20日の午後5持にかけて被告人がAと頻繁に連絡を

取っていたことを示す)

弁護側立証

OAと麻薬取引を行ったと疑われている20日の午後、中埠喜美で被告人と一緒に釣りをしていた証人

OAの倉庫から発見された雑誌とレシート (Aが逃亡した20日午後に被告人以外でAと接触した人物が存在

することを示す)

O麻薬密売人Aのパンから発見されたメモ(麻薬売貿取引に関するメモでAが逃亡した20日に， Aと接触し

た人物のイニシャ)~が被告人とは異なる)

質問紙を配布し，参加者は裁判員の立場から，有罪・無罪等の判断を行う 審議は行わず，参加者は偲別に判断。

裁判官および裁判員による，収集の違法性が疑われる証拠の採用・不採用が法的判断に与える影響 125 
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表質問項目

質問項箆 内容

有努・無罪判断 被告人に対する有罪・無罪判断

確信の強さ(20段階) (1 =強い確信をもって無罪~20=強い確信をもって有罪)

霊童然性と有罪墓準

蓋然性判断(%) 被告人が罪を犯した可能性の推定値 0~100% 

有罪墓準(%) 被告人が努を犯した可能性がその値を超えた場合に有罪と 0~100% 

判断する基準値

予測有罪基準(%) 一般的な裁判員の有罪基準 0~100% 

鑑定警の採用・不採用に

関する記憶

言審議による鑑定書の採 鑑定書が証拠採用されたか否かの判断 (はいいいえ)

用・不採用の記憶 判断の確信の強さ (1 =全く確信がない~

10=非常に確信がある)

審議による採用・不採 鑑定書が証拠採用されたか否かの情報が有罪・無罪判断に(はい いいえ)

用の結果が有罪・無罪 影響したか (1 =全く確信がない~
判断に及ぼす影響 判断の確信の強さ 10=非常に確信がある)

証拠の強さと証拠の記

憶(ストーリーモデルの

;~U度)

証拠の強さ (0~10) 各証拠が，被告人の有罪あるいは無罪のどの程度強い証 (0 =非常に強く無罪

拠となるかの判断 を証拠づける~1O=非

常に強く有罪を証拠づ

ける)

証拠の記憶確信 公判の中で述べられていたか否かの判断とその確信の強 (0 =強い確信をもっ

さ て「述べられていないJ

~1O=強い確信をもっ

て「述べられたJ)

検主R 検察側立証の主尋問で実際に述べられた内容

検皮R 検察側立証の反対尋問で実際に述べられた内容

弁主R 弁護側立証の主尋問で実擦に述べられた内容

弁反只 弁反(有):弁護側立証の反対尋問で実際に述べられた内
モ「ヅ与壬司

検主F 検察側立証の主尋問に沿ってはいるが実際には述べられ

なかった内容

検反F 検察側立証の反対尋問に沿ってはいるが実際には述べら

れなかった内容

弁主F i弁護側立証の主尋問に沿ってはいるが実際には述べられ
なかった内容

弁反R 弁護側立証の反対尋問に沿ってはいるが実際には述べら

れなかった内容

※検:検察側立証弁 弁護側立証，主:主尋問，反固反対尋問， F:公判で実際に述べられた内容， R:公判
で実際に述べられていない内容。
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(3) 手続き

条件別に 2名"'8名の少人数グルプで実験を

行った(国1参照)。

(a) 全体の流れ

まず参加者に冊子の実験概要，証拠の採用・不

採用判断を下す際の注意，事件概要を読むように

教示した。このとき証拠の採用・不採用の基準と

しては手続きの適法性(捜査の手続は適当か?

証拠の押収に違法性はないか?)，排除判断(将来

における違法な捜査抑制の見地から証拠排除する

ことが椙当か?)を考慮すること，証拠にもとづ

いて判断を行なうこと，合理的疑いを超えたとき

にのみ有罪とできること等についての説明を行っ

た。参加者が読み終えたことを確認した後，実験

者は参加者に，裁判員として実際の裁判に参加す

ることを想定し，公判記録を読んで、有罪・無罪判

断を下してもらうこと;公判記録は一度ページを

めくったら前には戻れないこと，しかし冒頭の注

意事項は何度で、も読み返すことができること;メ

モを取ってもよいこと，また判断する際にその内

容を読み返しでもよいこと;有罪・無罪判断が決

まったら挙手して実験者に知らせること;判断を

行ったら全ての資料及びメモを提出し，質問紙に

国答すること，を教示した。

(b) 裁判員自身による採用・不採用判断

A， 1条件の参加者には，公判記録2を読んだ、

後，尿の鑑定書を証拠として認めるべきか否かの

判断を求めた。判断を終えた参加者は挙手して実

験者に知らせ，実験者は判断と確信度を尋ねる質

問紙を配布した。回答を終えた参加者は再度挙手

して実験者に知らせ，実験者は質問紙を回収する

とともに公判記録3を配布した。ここでの判断を

もとに a群と i群を分けた。
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(c) 有罪・無罪判断

公判記録を全て読み終え，被告人に対する有罪・

無罪判断を決めた参加者は，挙手して実験者に知

らせる。実験者は全ての資料，公判記録，メモを

回収し，質問紙を配布した。回答を終えた参加者

は，実験室を退出した。国答時間に制限は設けな

かったが，約 1時間30分で実験は終了した。(凶

3 結果と考察

以下， EI的で掲げた課題に従い， (1)収集方法の

違法性が関われる証拠への接触(最終的に審議に

より採用とされたもの，不採用とされたもの:A，

1)が，有罪・無罪判断に及ぼす影響，および(2)

審議による採用・不採用判断(A，1)と裁判員自

身による採用・不採用判断(a ， i)が，有罪・無

罪判断に及ぼす影響について検討する。(1)， (2)の

分析では，併せて有罪判断を支える蓋然性判断や

有罪基準，証拠の強さや証拠の記憶についても検

討する。最後にすべての条件を込みにして， (3)有

罪判断を行った者と無罪判断を行った者が，各質

問にどのように回答しているかを調べ，蓋然性モ

デルとストーリーモデ、ルの検討も行う。

統計的分析結果は，付録に記載する O

(1 ) 分析収集方法の違法性が関われる証拠へ

の接触が，有罪・無罪判断に及ぼす影響

以下，鑑定書への接触の影響を， A条件条

件をC条件と比較することで検討する。有罪・無

罪判断率，蓋然性，有罪基準，証拠の強さ，証拠

の記憶についての結果を表2(左)に示す。

有罪判断率:表2に見られる通り，有罪判断

率は，審議により証拠が採用されたとするA条

件の方が鑑定書のないC条件よりも高い (68%，

44%)。しかし審議により鑑定書が採用されなかっ

た I条件と C条件では，有罪判断率に差がない

(42%， 44%)。このことから合成麻薬が被告

裁判官および裁判長による，収集の違法性が疑われる証拠の採用・不採用が法的判断に与える影響 127 
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表2:実験結果の分析

A C 全体 A a Aa Ai la 全体 手言 無 有強宥弱無弱無強全体

地l 車6
有罪判断率(%) 68.6-42.0 44.1 53.2 68.6-42.0 70.0-35.6 85.0 46.7 55.0 24.1 55.4 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 

暴準言完霊走 蓋然性判断(%) '2 喰7 市14 草創)

76.3-62.5 57.1 67.2一寸I 76.3-62.5 73.6-64.5 68之 82.4 60.5 64.1 69.7 84.0-47.8 89.3 78.4 51.7 44.7 67.2 
性
と 有罪基準(%)

場8 権15 ホ21

有
81.0 80.6 77.8 80.2 81.0 80.6 76.0 84.0 77.0 80.2 74.9 -88岨o 79.4 77.2-83目7 78.8 75.5 79.9 86.7 80.2 

吋)

罪 予測有罪基準(%) 78.4 78.4 78.0 79.0 78.4 78.4 76.3-83.5 77.0 80.2 75.6 87.1 80.3 77.2 81.1 78.9 75.5 78.9 82.9 79岨O

採銭 審議による鑑定書の採 が10

用定 用・不採用の記憶 6.5 5.6 6.0! 6.5 5.6 6.8 5.0 8.3一一4.1 5.4 5.9 6.0 5.5 6.6 5.6 5.4 6.4 6.8 6.0 
』こ書
審議九よる採 有罪

事3 事11 ~lG 

2.9 
ホ22

関の 4.1一一0.5 4.1 4.1一一0.5 3.1 1.7 4.3 3.6 1.3 -2.2 4.1 2.7 2.5一一寸 2.7 
す採 用・不採用の

一-寸3.7 同0.9
市0.9 同3.7 -0.9 情0.9 し一司1.9 ー0.5 3.0 る用 結果が有罪・ 無罪 2.4 -4.6 0.0 -5.1 3.2 -4.2 ー1岨9

記憶 . 無罪判断に及 トー一一一一一一
不 ぼす影響 全体 1.7同0.3 0.7 1.7 ー0.3 2.9… -2.3 3.7 -1.0 2.2 -3.7 0.7 2.7 叩1.9 2.9 2.5 自0.5 自3.0 0.7 

証拠 公U 証拠 証拠全体 回4 *12 事17 '23 
5.9一一5.3 5.3 5.6 5.9-5.3 5.8一一5.3 6.2 5.6 5.5 5.0 5.6 6.4一一4.6 6.6 6.2一一4.7 4.0 5.6 

の 10の
5金 )強
さ さ 検察側誌拠

6:1 I 7;8-5;4 と 7.1 6.3 6.3 6.7 7.1 6.3 7.2一一6.1 7.6 6.5 6.7 5.7 8.2-7.4一一5.5 5.3 6.7 

証拠
弁護側証拠 I I 

5.0 5H1--「319 13.6 1 の 4.7 4.3 4.2 4.3 4.7 4.6 4.2 4.4 

憶記
証拠
ら公 検主只 '18 噂24

れ半日 7.6 7.8 8.0 7目7 7.6 7.8 7.9 7.4 7.8 7.4 8.0 7.4 7.7 8.1-7.3 8.4 7.9 7.1 7.5 7.7 
ス の たで

7.4 7.6 
ト

憶確信記
田谷美際
検反R 7.7 7.4 8.0 7.6 7.7 7.4 7.4 7.7 7.7 7.8 7.1 7.7 7.5 7.9 7.2 7.3 8.4 7.6 

リ
7.5 7.7 lこ 弁主R 7.2 7.8 7.5 7.5 7.2 7.8 7.6 7.4 7.3 7.0 7.8 7.7 7.5 7.4 7.6 7.3 7.5 7.5 

モ 述
ア「 べ 弁反R 7.7 7岨8 7.8 7.8 7.7 7.8 7.7 7.8 8.0 7.2 7.5 8.3 7.7 7.8 7.7 8.1 7.5 7.1 8.2 7.8 
jレ

ホ5 本1:1 申19
3.5 r3ホ265 の た述公 検主F 3.6 3.7 3.5 ，3.6 3.6 3.7 3.7 3.5 3.5 3.7 3.9 3.4 ，3.61 3.7 ，3.5 3.8 3.7 3.4 

浪度~ 谷内べ判
らで 検反F 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.9 3.6 4.0 3.6 3.8 3.7 3.6 3.8 3.6 3.5 4.0 3.6 3.7 

れな実際トl弁主F 3.3 3.6 3.3 3.4 3.3 3.6 3.3 3.7 3.2 3.5 3.4 3.9 3.5 3.3 3.5 3.2 3.5 3.3 3.7 3.4 
か

2.0 lb2
1
2 2.3 1.!::2.2 2.1 U ヒ212 2.2 1.!::2.2 つは 弁反F 2.1 2.4 2.1 2.4 2.2 2.3 2.0 2.1 2.5 2.1 2.2 2.2 

H
H
∞
 重
浬
ヨ
浦

R 公判で実際に述べられていない内容。F :公判で実際に述べられた内容，反反対尋問，主:主尋問，※検:検察側立証，弁:弁護側立証

※一一一一明:有意義(p<.05)有
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rA条件」がr1条件J，r C条件」よりも高かった。

rA条件」がr1条件J，i C条件jよりも高かった。

「有罪」については rA条件」がr1条件」よりも高かった。 rA条件」については有罪Jが「無罪」よりも高かった。 rA条件J，i 1条件J全体で「有罪」が「無罪Jよりも高かった。

「証拠全体」については rA条件」がrc条件J，r 1条件」よりも高かった。また「検察側証拠」が弁護側証拠」よりも高かった。

「弁反FJが「検主FJ， i検反FJ， r弁主FJよりも低かった。

rA条件」がi1条件」よりも高かった。 ra Jがri Jよりも高かった。

rA条件」がi1条jtl'Jよりも高かった。 ra Jがii Jよりも高かった。

r i Jがra Jよりも高かった。 ri Jで、は r1条件」がrA条件」よりも高かった。 i1条件」では iJがra Jよりも高かった。

r i Jがra Jよりも高かった。

キ10 i A条件」では ra Jがri Jよりも高かった。 ra Jで、はrAJがr1 Jよりも高かった。

*11 r有罪」で、は iAJがi1 Jよりも高かった。 rA条件」では有罪Jが「無罪」よりも高かった。

本12 r a Jがri Jよりも高く iA条件」がi1条件」よりも高かった。「検祭側証拠」が「弁護側証拠」よりも高かった。「検察側証拠」については， i a Jがri Jよりも高かった。 ra J， 

i i Jともに検察側証拠点:if弁護側証拠」よりも高かった。

*13 r弁反FJが検主FJ， r検反FJ， r弁主FJよりも低かった。

*14 i有」が「無」よりも高かった。

キ15r無」が「有」よりも高かった。

*16 r有」が「無」よりも高かった。

つ7r有」が「無」よりも高く、「検察側証拠」が「弁護側証拠」よりも高かった。「検察側証拠J，i弁護側証拠」において有」が「無」よりも高かった。「有J，r無」ともに検察側証拠」

が「弁護恨u証拠」よりも高かった。

*18 r検主RJでは有」が「無」よりも高かった。「有iJで、は検主RJが「検反RJ， r弁主 RJ よりも高く弁反RJが「弁i~RJ ， i検反RJよりも高かった。

キ19 r弁反FJが「検主FJ， r検反FJ， r弁主FJよりも低かった。

*20 r有強」が「無~~J ， r無強」よりも高かった。「有弱」が「無強J，r無弱」よりも高かった。

*21 r無強」が「有弱」よりも高かった。

*22 r有罪」が「無罪」よりも高く無強」が「有強J，有[弱」よりも低かった。

*23 í証拠全体」に対しては千羽虫」が「無強J，無~~J よりも高く有[弱」が「無強J，無弱」よりも高かった。「全体」に対しては検察側証拠」が「弁護側証拠」よりも高かっ

た。「検察側証拠」に対しては有強Jが「無強J，無~h r有弱」よりも高く有弱」が「無強J，r無弱」よりも高かった。「弁護側証拠」に対しては有強」が「無強J，r無

~~J よりも高く有弱」が「無強J，無弱」よりも高かった。「有強J，有弱J，無弱J ， i無強」はいずれも， rj会察側証拠」が「弁護側証拠」よりも高かった。

*24 r検主 RJでは「有強」が「無弱J よりも高く検反RJでは「無強」が「有 ~~J よりも高かった。 r1n~強Jで、は「検反 RJが「検主 RJ， r弁主RJよりも高く弁反RJが「検主RJよ

りも高かった。「有強」で、は検主RJが「弁主RJ，i検反RJよりもI留し「弁反RJが「弁:tRJよりも高かった。

事25 i全体」に対しては弁反FJが「検:tF J， r検反FJ， r弁主FJよりも高かった。
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人の尿から採集された」とし寸本来ならば有罪を

支持する証拠であっても，不採用であれば，参加

者は無視できることが示唆される因。

蓋然性と有罪基準:蓋然性についても A条件

が I，C条件よりも高いという結果が得られた。

しかし，有罪基準(参加者自身の基準，および参

加者が考える一般的な基準)には条件間の差はな

かった。有罪基準は， どのような証拠が示される

かによっては容易には変化しないのであろう。参

加者は安定した基準をもっていると考えられる

因。

証拠の強さと証拠の記罷:証拠の強さ(有罪牲

を示す慶合い)については，全体として， A条件

が I，C条件よりも「強い」とする判断が多かった

因。証拠の記憶については，実際に提示された

情報に関しては条件関の差はなかったが，実際に

は提示されなかった情報については，弁護側証拠

への検察側の反論(弁反F)の記憶確信度が低かっ

た (i述べられなかったjと判断する確信が高かっ

た)。つまり，実際には提示されなかった検察側

の反論は，正しく「述べられなかった」と判断され

ていることになる。ストーリーモデルによる安易

な推論は行われていないと考えられる図。

(2) 分析11:裁判宮による摂用・不採用判断と裁

判員個人による採用・不採用判断の影響

ここではA条件条件の参加者を対象に，証

拠が最終的に採用されたか否か(AかIか)と，参

加者自身が証拠を採用したか否か(aか iか)の影

響を検討する。結果を表2(中)に示す。

有罪判断率:有罪判断率はA条件の方がI条件

よりも高い(68%，42%)。また，裁判員自身が採

用と判断したa群の方が，不採用と判断したi群よ

りも有罪判断率が高かった (70%，35%)。数値と

してはAaでは有罪判断率が高く (85%)，Iiでは有

罪判断率が低い(24%)。しかし交互作用は有意で、
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はなかった。審議による採用・不採用判断のみな

らず，参加者自信による採用・不採用判断も，有

罪・無罪判断に影響を及ぼしているといえるだろ

う。なお， Ia， Ii条件の有罪判断率がC条件より

も高い，あるいは低いということはなかった巴。

蓋然性と有罪基準:蓋然性もA条件が I条件

よりも高く (76%，62%)，またa群が i群よりも

高かった (73%，64%)。有罪基準についてはA条

件と I条件に差はないが a群と i群には差が

見られた。参加者自身の基準も一般的な基準も，

1群の方がa群よりも高い(参加者自身の基準a

群76%，群84%;一般の基準a群76%，群

83%)。有罪基準は，審議による判醗よりも個人

の判断と関わっており，基準の低い者は「採用」と

判断しやすいといえる。

なお，Iiの有罪基準は88%と特に高かった。基

準は安定していると考察したが，参加者による無

罪方向への不採用判断が審議によっても支持され

るときには，基準も無罪方向へと推移する可能性

があることが示唆される由。

証拠の強さと証拠の記憶:証拠の強さは，証

拠全体としては， A条件がI条件よりも高く a

群が i群よりも高かった。検察慨の証拠と弁護側

の証拠を見ると，全体として検察側の証拠の方が

強いとされ，また，その額向は i群よりも a群で

強かった (a群7.2，群6.1)図。証拠の強さの評

定にはこのような条件差や群差が見られたが，証

拠の記憶については，分析Iで見たのと同様，実

際には提示されなかった弁護側証拠への反論(弁

反F)の記矯確信度が低いという結果以外，差は

見られなかった回。

(3) 分析111:有罪・無罪判断を行った者の領向

ここではすべての条件を込みにして，有罪判断

を行った者と無罪判断を行った者との比較を行

う。また，蓋然性モデルとストーリーモデルにつ



いても検討する。まず、有罪判断を行った者 (r有」

とする:92人)と無罪判断を行った者 (r無」とす

る:81人)との比較を行なう。さらに，より詳細

な分析を行うために，有罪・無罪判断の確信度を

メジアン(中央値)分割し，参加者を「有罪で確信

の強い者J r有罪で、確信の低い者J r無罪で確信の

低い者Jr無罪で、確信の強い者」の4群に分けて分

析を行う。以下，各群を有強，有弱，無弱，無強

と略す。各群の人数はそれぞれ48，44， 37， 44 

人であった。分析結果を表2(右)，各群の内訳を

表3に示す。

蓋然性と有罪基準蓋然性は有の方が無より

も高しまた，有強，有弱，無弱，無強の間にも

差が見られた。有罪基準については，参加者自身

による有罪基準に差が見られた。無(83%)の方が

有(77%)よりも基準が高しその傾向は特に無強

で強い(86%)由。

証拠の強さと証拠の記"憶有罪性を示す証拠の

強さも，全体，検察側，弁護側のすべてにおいて

有が無よりも高かった。この傾向は確信度とも関

わっており，有強，有弱，無弱，無強の11買に，証

拠の強さの評定値は低くなった(無強でもっとも

低い)。また当然のことながら，有においても，

無においても，検察側の証拠は弁護側の証拠より

も有罪性が強いと評定された由。

実際に提示された証拠の記憶については，検察

側の主張(検主R)において，有が無よりも記櫨確

信度が高かった (8.1v7.3)。この額向は特に有強

において強い (8.4)。また，有強では，検察側の

主張の記憶確信度(検察側の証拠の主張:検主R，

弁護側主張への反論:弁反R)が，弁護側の主張

の記憶確信度(検察側主張への反論:検反R，弁

護側の証拠の主張:弁主R)よりも高かった(8.4，

8.1 v 7.6， 7.5)。一方無強では，検察側主張への

反論(検反R)の方が検察側の証拠の主張(検主R)

よりも記櫨確信度が高い (7.5v 8.4)。ただし無強
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表3:各群の内訳(人)

有強 有弱 無弱 無強 言十

C 5 10 9 10 34 

Aa 22 12 5 40 

Ai 6 8 8 8 30 

la 12 10 9 9 40 

3 4 6 16 29 

計 48 44 37 44 173 

では，弁護側主張への反論(弁反R)の記憶確信度

も高く (8.2)， どちらの反論についても記憶確信

度が高くなっている。こういった結果は分析仁

分析IIでは見られなかった。証拠の記憶確信度は

採用・不採用の判断よりも，有罪・無罪の判断と

より強く結びついていると考えられる因。

なお，実際に提示されなかった情報については，

先の分析でも見た通り，弁護側証拠への検察関の

反論(弁反F)が低いのみであり，ストーリーモデ

ルは支持されなかった。

鑑定書に対する(審議による)採用・不採用に

ついて:ここで， A，条件にのみ行った鑑定書

の記憶(審議による採用・不採用の結果を記憶し

ているか)，鑑定書の影響(審議による採用・不採

用は有罪・無罪判断に影響を及ぼしたか)につい

ての費問に対する回答について検討する。鑑定書

の記憶はA条件においてa群の方が i群よりも高

く(a群8.3，群4.1)， a群においてA条件の方

が I条件よりも高かった(A条件8.3，1条件5.4)。

一般に，自己の態度や意見と一致する記憶の成績

はょいとされる (Read& Rosson， 1982)。ここで

も同様の効果が生じたのかもしれない由。

鑑定書が採用・不採用とされたことによる影響

の質問では， A条件で有罪判断を行なった者に

おいて特に「大きい」と答える額向があった(4.1)。

裁判官および裁判員による，収集の違法性が疑われる証拠の採用・不採用が法的判断に与える影響 131
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A条件で、有罪判断を行った者は条件で有罪判

断を行なった者よりも，評定値が高く (A条件4.1，

I条件0.5)，A条件で有罪判断を行なった者は，

A条件で無罪判断を行なった者よりも評定植が高

かった (A条件の有4.1， A条件の無向3.7)。分析

Iで見たように，審議による採用・不採用は，直

接的には有罪判断率には影響を及ぼさない。しか

し「影響があった」という意識は生じているのかも

しれない。これはKassinand Sukel ( 1997)におい

て，影響を受けているという意識がないにも関わ

らず，有罪判断が増したという結果とは逆の結果

であるともいえる。意識していれば影響を受けに

くいということがあるのかどうか，検討を要する

課題である画。

4 討論

以上，分析 1では収集方法の違法性が間われる

証拠への接触が有罪・無罪判断に及ぼす影響につ

いて，分析IIでは評議による採用・不採用判断と

裁判員自身による採用・不採用判断が，有罪・無

罪判断に及ぼす影響について検討した。また分

析皿ではすべての条件を込みにして，有罪判断を

行った者と無罪判断を行った者が，各質問にどの

ように田答しているかを調べ，蓋然性モデルとス

トーリーモデルについても検討した。以下，これ

らをまとめて考察する。

(1) 有罪・無罪判断

分析Iにより，審議によって証拠が採用された

場合には有罪判断率は高まるが，不採用とされた

場合には有罪判断率は影響を受けないことが示さ

れた。また分析IIにより，参加者自身による採

用・不採用判断も有罪・無罪判断に影響を及ぼす

ことが示された。違法性が疑われる証拠を提示す

るだ、けで、は有罪判断へのバイアスがかかるわけで

はなく，その証拠に対してどのような評価が行わ
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れるかが重要で、あると言えるだろう。審議により

「採用する」と判断された場合，その証拠が有罪に

寄与するのは当然だと思われる。しかし，審議に

よる採用・不採用に関わらず，参加者自身が「採

用するj と判断した場合にも，有罪判断が高まる

点は注目に値する。このことは，裁判員が全体に

流されることなし個人としての意思決定を行っ

ていることを示唆すると同時に，審議による判断

とは異なる偏った判断をし得ることも示唆してい

るO

(2) 蓋然性，有罪基準

蓋然性については，審議による採用・不採用，

参加者自身による採用・不採用の影響があること

が示された。参加者自身の有罪基準については，

審議による採用・不採用の影響はなく，参加者自

身による採用・不採用判断の影響が見られた。参

加者自身の有罪基準が低い者は，証拠を「採用」す

る度合いが高い。

また，参加者自身の有罪基準は有罪・無罪判断

とも関連があった。有罪基準の低い者は「有罪」と

判断しやすしその傾向は確信度にも反映される。

これに対し一般的な有罪基準は，参加者自身の「採

用・不採用」とは関連があるが，有罪・無罪判断

とは関連がなかった。参加者自身の基準と一般的

な基準とは，区別されると考えてよいだろう o 蓋

然性モデ、ルによれば，参加者は参加者自身の有罪

基準に照らして証拠の採用・不採用を判断し，そ

の証拠およびその他の証拠をもとに被告人が罪を

犯した蓋然性を判断する(審議により証拠が採用

された場合は，そのことも考慮、される)。そして

参加者自身の基準に照らして「有罪・無罪」を判断

し，確信度を評定したと考えることができる。

(3) 証拠の有罪性の強さ，証拠の記憶

全体的な証拠の強さは，証拠が審議により採用
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された場合，参加者自身が採用と判断した場合，

そして有罪判断を行った者において，より有罪性

が強いと評定された。また，当然のことながら，

検察側証拠の方が弁護側の証拠より有罪性が強い

と判断された。証拠の強さは有罪・無罪の確信度

(有強，有弱，無弱，無強)とも関連があった。

実際に提示された証拠の記憶確信度は，審議に

よる採用・不採用判断，参加者自身による採用・

不採用判断とはほとんど関係なかった。しかし，

有罪無罪とは関連があり，有罪とした者は無罪と

した者よりも検察側の主張に対する記憶確信度が

高かった。また，有強の者は，検察側の主張や弁

護側への反論の記憶確信度が高かった。有罪証拠

への記憶確信度が高かったために有罪判断を行っ

たのか，有罪判断を行ーったからその判断に沿った

情報の記穏確信度が高くなったのかは，現段階

では不明である。しかし，実際に提示されなかっ

た情報は正しく「見なかった」という方向で判断さ

れており(実際には提示されなかった検察側の反

論は，特に確信を持って「見なかった」と判断さ

れた)，有罪とした者と無罪とした者とで(実際に

提示されなかった情報に対する)記憶確信度に差

はないことから，前者の可能性(記憶確信度が高

いために有罪判断を行なった)が強いと思われる。

もしも参加者が有罪のストーリーを作り上げてい

たならば，実際には提示されてはし通ないがストー

リーに沿った主張に対し I見た」という方向での

判断がなされるか「見なかった」とする確信度が低

くなることが予想されるからである。このような

結果に鑑みれば，証拠の強さや実際に提示された

証拠の記憶は有罪・無罪判断に影響するが，有罪

ストーリー，無罪ストーリーは必ずしも作られて

はいないように思われる。

Charman et al (2001)は証拠構造の複雑さが有

罪・無罪判断に影響を及ぼすとしている。証拠が

比較的単純であれば，陪審員は個々の証拠を分析
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的に処理することができる(このような処理を組

織的処理という)。しかし証拠構造が複雑になる

と，全体をまとめて大雑把な判断をしたり，ステ

レオタイプ的な判断になりがちだという(このよ

うな処理をヒューリスティック処理という)。本

研究で用いた公判記録では証拠が比較的単純でお

あった。そのため参加者は，個別の証拠を分析的

に処理できたのかもしれない。証拠がより複雑で

あれば，ストーリーモデルに基づく判断が行なわ

れる可能性もあるだろう。

(4) 望ましい公判前整理手続と今後の課題

以上の結果は，少なくとも証拠構造が単純であ

る場合，裁判員が違法性の疑いのある証拠に接触

したとしても，必ずしもバイアスが生じるわけで

はないことを示唆している。また裁判員は，審議

による採用・不採用の判断にのみ左右されるので

はなく，裁判員自身の基準にもとづいて，鏑人と

しての採用・不採用の判断を行っていることも確

認された。違法性が疑われる証拠は裁判員には触

れさせないのがよいとの判断から，すべての証拠

整理を公判前整理手続きにもっていく必要はない

と考えられる。しかし証拠の数が多く，違法性の

判断も微妙であれば，証拠全体を適切に担援する

ことが難しくなり，裁判員は安易にストーリーを

作り上げたり， ヒューリスティックに車頁ったりす

るかもしれない。また，今回は「審議によって最

終的な採用・不採用が判断されたj としたが，裁

判官が強い意見を発した場合には，裁判員個人の

判断は弱められてしまうかもしれない。こういっ

た偶題についても，今後検討していく必要がある。

[付録統計的分析結果]

いずれも有意水準としては 5%を適用し，分散分

析の下位検定ではテューキーのHSD検定を採用し

た。なお「群」は，有罪・無罪判断とその判断の確信

の強さから参加者を分類した「有強J，r有~~J ， r無弱J，
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「無強」の4群を指す。実験条件(Avs1 vs C)，採用・

不採用判断 (avsi)，群は被験者間要因，証拠(検

察側vs弁護側)，項目(検主vs検反vs弁主vs弁反)は

被験者内要因である。

囲有罪判断率

実験条件 (AvslvsC)間の有罪判断率の比較は，

カイ自乗検定を行った。検定の結果有意差がみられ

た[x2(2) = 11.23， Pく.01J。下位検定(ライアン法)で

はrA条件jがrC条{も r1条件jよりも有意に高かっ

た(それぞれpく.05，Pく.01)。

厨蓋然性，有罪基準，予測有罪基準

記入漏れのあったデータおよび平均値から 4標準

偏差以上外れた 5データを除いて分析を行った。そ

れぞれについて(実験条件(Avs1 vs C))を要因とす

る1要毘の分散分析を行った。

蓋然性-実験条件の主効果がみられた [F(2，165) = 

9.11， Pく.005J。下佼検定を行った結果 rA条件」は，

rC条件j，r 1条件」よりも有意に高かった(それぞれ

Pく.01，p<.05)。

有罪基準.有意な効果はみられなかった(p>.1)。

予測有罪基準:有意な効果はみられなかった(p>.1)。

包証拠の強さ

鑑定書以外に採用された各証拠について証拠の強

さを求めたが，検察側証拠，弁護側証拠の平均値を

算出して分析した。また記入漏れのあった 1データを

除き， (実験条件(Avs1 vs C))x(証拠(検察側vs弁

護側))の 2要因の分散分析を行った。その結果，実験

条件の主効果が有意で、 [F(2， 169) =26.08， pく.005J，

下位検定の結果 rA条件」は r1条件j，r C条件」よ

りも有意に高かった (pく.001)。また証拠の主効果も

有意で[F(1， 169) =232.15， pく.005]， r検察側証拠」

が「弁護側証拠Jよりも高かった。しかし交互作用は

みられなかった(p>.1)。

匝証拠の記憶

各証拠について 8文，計48文を提示し，公判で実

際に述べられた内容か否かの判断及びその確信の強

さを求めたが検主Rj，r検反Rj，r弁主Rj，r弁

反Rj，r検主Fj， r検反Fj， r弁主Fj， r弁反Fj項

おそれぞれについて平均値を算出した。 R(笑際に述

べられた内容)は数値が高いほど， F (実際には述べ

られなかった内容)は数値が低いほど正確に公判で述
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べられた内容について正確に記憶していることを示

す。 R，Fそれぞれについて(有罪・無罪判断)x (項

目(検主vs検反vs弁主将弁反))の2要困の分散分析

を行った。

R 交互作用が有意だった[F(3，513)=5.67， Pくβ1J

がそれ以外に有意な効果はみられなかった (p>.1)。

交互作用の単純主効果の検定では検主Rjにおけ

る有罪・無罪判断の効果が有意で[F(1， 684) =7.89， 

pく.025J，r検主Rjでは「有」が「無jよりも高かった。

また「有」における項目の効果が有意で、[F(3，513) = 

4.50， Pく.025]，下位検定を行った結果検主Rjが

「検反Rj，r弁主Rjよりも有意に高かった(pく.00。

F 項目の主効果が有意だった [F(3，513)=16.67，

pく.005Jがそれ以外に有意な効果はみられなかった

(p>.1)。下位検定を行った結果弁反Fjが他のど

の項目よりも有意に低かった(pく.01)。

固有罪判断率

①逆正弦変換法による(実験条件 (AvsI))x(採

用・不採用判断(avsi))の2要因の分散分析を行っ

た。結果は，実験条件の主効果，採用・不採用判断

の主効果が有意で、[それぞれが(1)ニ11.26，Pく.05，

x2 (1) =18.73，いず、れもp<.01J，有罪判断率は rA条

件」がr1条件」よりも高く ra群Jはri群」よりも高

かった。しかし交互作用は有意で、はなかった(p>.1)。

②5条件 (Aavs Ai vs Ia vs Ii vs C)簡の有罪判断率

の比較は，カイ自乗検定を行った。検定の結来，有

意差がみられた[x2(4)=27.78， pく01J。下位検定(ラ

イアン法)ではrAa条件」が他のすべての条件よりも有

意に高く， rIa条件」がrIi条件」よりも有意に高かった

(いず、れもが.01)。しかし rC条件」と「五条件j，r C 

条件」と rIa条件」との間に有意差はなかった(p>.1)。

回葦然性判断，有罪基準，予測有罪基準

記入漏れのあったデータおよび平均値から 4襟準

偏差以上外れた4データを徐き，それぞれについて，

(実験条件(Avs 1)) x (採用・不採用判断(avsi))

の2要因の分散分析を行った。

蓋然性判断条件の主効果[F(l， 13l)=11.24，pく.005]，

採用・不採用判断の主効果が有意で [F(1， 

131)=5.24， Pく.025J，r A条件」がr1条件」よりも， r a 

群」がri群」よりも高かった。しかし交互作用はみら

れなかった(p>.1)。



有著書萎準:採用・不採用判断の主効巣が有意で、[F(1，

131)=10.94， p<.005]， r a群」がri群Jよりも低かっ

た。しかし条件の主効果，交互作用はみられなかっ

た(いず、れもp>.1)。

予測有罪基準:採用・不採用判断の主効果が有意で

[F(1， 131)=9.04， Pく.005J，r a群」がri群」よりも

低かった。しかし条件の主効果，交互作用はみられ

なかった(いずれもp>.1)。

園証拠の強さ

包と同様に，検察側証拠，弁護側証拠に対する証

拠の強さの平均値を算出し (実験条件 (AvsI))x

(採用・不採用判断(avsi))x(証拠(検察側vs弁護

側))の3要因の分散分析を行った。採用・不採用判

断の主効果 [F(1， 136) =5.63， p<.025]， 実験条件

の主効果 [F(1， 136) =8.58， p<.005]， 証拠の主効

果[F(1， 136) =215.08， pく.005Jが有意だった。 ra

群」がri群」よりも rA条件」がr1条件」よりも，ま

た「検察側証拠」が「弁護側証拠」よりも高かった。(採

用・不採用判断)x (証拠)の交互作用も有意だった

[F(1， 136)=13.47，pく.005J。単純主効果の検定では，

「検察側証拠」における採用・不採用判断日(1， 136) 

=25.41， Pく.005]， r採用判断」における証拠の効果，

「不採用判断」における証拠の効果が有意で、[それぞれ

F (1， 136)ニ 168.10，F(l， 136)ニ60.45，いずれも

pく.005]， r検察側証拠」ではra Jがri Jよりも ra J 

とri Jはともに「検察側証拠」が「弁護側証拠j よりも

高かった。しかしそれ以外の交互作用は有意ではな

かった(p>.l)。

回証拠の記憶

盟と同様に検主RJ，r検反RJ，r弁主RJ，r弁

弁RJ，r検主FJ， r検反FJ，「弁主FJ， r弁反FJ項

目の平均値を算出した。 R.Fそれぞれについて， (実

験条件(AvsI))x(採用・不採用判断(avsi))X

(項目)の3要因の分散分析を行った。

R:有意な効果はみられなかった(p>.1)。

ド:項目の主効楽が有意だった [F(3， 425) =50.52， 

pく.005Jが，それ以外に有意な効果はみられなかった

(p>.1)。項目の主効果の下位検定の結果弁反FJ

が他のどの項目よりも有意に低かった(pく.01)。

田蓋然性，有著書基準，予測有害震基準

記入漏れのあったデータおよび平均値から 4標準
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偏差以上外れた 5データを除き，それぞれについて，

(有罪・無罪判断)を要因とする l要因の分散分析，

(群)を要因とする 1要国の分散分析を行った。

①(有罪・無罪判断)を要因とする l要国の分散分析

蓋然J性判断:有罪・無罪判断の主効果が有意で[F(1，

167) = 176.85， Pく.005J，r有」が「無」よりも高かった。

有罪基準:有罪・無罪判断の主効果が有意で [F(1， 

167) =8.15， Pく.005]， r有」が「無」よりも高かった。

予測有罪基準:有意な効果はみられなかった(p>.1)。

②(群)を要因とする l要因の分散分析

蓋然性判断有意な効果がみられた [F(3， 167) = 

66.89，pく.005J。下位検定の結果有強」が「無弱J，r無

強Jよりも有弱」が「無弱J，無強」よりも有意に高

かった(pく.01)。

有罪基準:有意な効果がみられた[F(3，167)士 4.57，

p<.005J。下位検定の結果有弱」が「無強」よりも有

志:に高かった(pく.01)。

予測有罪基準:有意な効果はみられなかった(p>.l)。

回証拠の強さ

記入漏れのあったデータおよび平均鋭から 4標準

偏差以上外れた lデータを除き， (有罪・無罪判断)

x (証拠(検察側 vs弁護側))の 2要因の分散分析，

(群)x (証拠(検察側vs弁護側))の2要国の分散分析

を行った。

①(有罪・無罪判断)x (証拠(検察側vs弁護側))の2

要因の分散分析

有罪・無罪判断の主効果，証拠の主効果，交互

作用のいずれも有意だった[それぞれF(1， 170) = 

190.84， F (1， 170) =281.46， F (1， 170) =17.82， 

いずれもpく.005J。交互作用の単純主効巣の検定で

は検察側証拠」および「弁護側証拠」における有

罪・無罪判断の効果有」および「無」における証拠

の効果が有意だった[それぞれF(1， 340) =164.97， 

F(l， 340)=48.38， F(l， 170)=78.82， F(仁 170)ニ

220.46，いずれもが.005Jor検察側証拠J，弁護側

証拠Jともに「有」が「無」よりも高く有」と「無」とも

に「検察側証拠」が「弁護側証拠」よりも高かった。

②(群)x (証拠(検察側vs弁護側))の2要因の分散分

析

群の主効果，証拠の主効果，交互作用のすべて有

意だった[それぞれF(3，168) =65.33， F(l， 168) = 
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283.21， F(3， 168)=7.61， いずれもpく.005J。若手の

主効果，証拠の主効果の下位検定では右強」が「無

弱j，無強」よりも高く有弱」が「無弱j，無弱」よ

りも有意に高かった(いず、れもpく.01)。交互作用の単

純主効果の検定では検察側証拠j，弁護側証拠」

における群の効果が有意で[F(3，336) =57.96， F(3， 

336)=16.46，いず、れもpく.005]，下位検定の結果検

察側証拠」では「有強」が「無強j，無弱」よりも有

弱」よりも有意に高かった(それぞ、れp<.Ol，pく05)。

また「有弱」が「無強j，無弱」よりも有意に高かった

(pく.01)0 r弁護側証拠」でおは有強」が「無強j，r無弱」

よりも有弱」が「無強j，無弱」よりも有意に高かっ

た(いずれもが.01)。また「有強j，r有弱j，r無弱j，r無

強」ともに「検察側証拠jが「弁護側証拠」よりも有意に

高かった[それぞれF(1， 168) =50.75， F(1， 168) 

39.14， F(1， 168)ェ78.92，F(1， 168) =147.24，い

ずれもが.005J。

関証拠の記憶

固と同様の方法で検主Rj，r検反Rj，r弁主Rj，

「弁反Rj，r検主Fj， r検反Fj， r弁主Fj， r弁反Fj

項目の平均値を算出した。 R，Fそれぞれについて，

(有罪・無罪判断)x (項目)の2要因の分散分析， (群)

x (項目)の2要国の分散分析を行った。

①(有罪・無罪判断)x (項目)の2要国の分数分析

R : (有罪・無罪判断)x (項目)の交互作用が有意だ、っ

た[F(3，513)=5.67， Pく001Jがそれ以外に有意な効

果はみられなかった (p>.l)。交互作用の単純主効果

の検定では検主Rjにおける有罪・無罪判断の効

果が有意で、[F(1， 684)=7.89， pく.025]， r検主Rjで、

は「有」が「無jよりも有意に高かった。また「有」にお

ける項百の効果が有意で、[F(3，513)=4.50， Pく025J，

下位検定の結果検主Rjが「弁主Rj，r検反Rjよ

りも有意に高かった(pく.01)。

F:項自の主効果が有意だ、った [F(3， 513) =16.67， 

pく.001Jがそれ以外に有意な効果はみられなかった

(p>.1)。下位検定の結果検反Rjが他のどの項目

よりも有意に低かった(pく.01)。

②(群)x (項目)の2要因の分散分析

R : (群)x (項目)の交互作用が有意だ、った [F(3， 

507)ニ2.45，Pく.001Jがそれ以外に有意な効果はみら

れなかった(p>.l)。単純主効果の検定では検主Rj，
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「検反Rj，r弁反Rjにおける群の効果[それぞれF(3，

676)ニ3.39，F (3， 676) =3.49， F (3， 676) =2.98， 

いず、れもが.025]， r無強Rjと「有強Rjにおける項目

の効果が有意だった[それぞれF(3，507)=2.91， F(3， 

507) =3.07，いず、れもが.05J。下位検定の結果検

主Rjは有強」が「無弱Jよりも有意に高く (pく01)，

「検反Rjは無強jが「有弱」よりも有意に高かった

(pく.01)。しかし「弁主Rjは項目間に有意差がみられ

なかった (p>.1)0 r無強」では検反Rjが「検主Rj，

「検主Rjよりも有意に高かった (pく.05)0 また「有強」

では「検主Rjが「弁主Rj，r弁主Rjよりも有意に高

く弁反Rjが「弁主Rj，r検反Rjよりも有主主に高

かった(いずれもpく.05)。

F 項目の主効果が有意だ、った (F(3， 507) =64.62， 

Pく005)がそれ以外に有意な効栄はみられなかった

(p>.l)。下位検定を行った結果検反Fjが「検主Fj， 

「検反Fj， r弁主Fjよりも有意に低かった(pく.01)。

由審議による鑑定書の採用・不採用の記憶

「被告人の尿の鑑定書は証拠採用されたか否かJの

判断および判断の確信度は， -9.5"-'9.5の数値に変換

し (-9.5=強い確信をもって誤回答， 9.5ニ強い確信

をもって正答)，審議による鑑定書の採用・不採用の

記憶とした(数値が高いほど記憶が正確であることを

意味する)0 (笑験条件 (AvsI))x(採用・不採用判

断(avsi))の2要因の分散分析， (有罪・無罪判断)

を要因とする l姿陸の分散分析， (群(有強vs有弱 vs

無弱vs無強))を要因とする l要因の分散分析を行っ

7こ。

①(実験条件 (Avs I)) x (採用・不採用判断 (avs 

i ))の2要因の分散分析

交互作用が有意だった[F(1， 135)=5.80， pく.025J

が，それ以外に有意な効果はみられなかった (p>.1)。

単純効果の検定では rA条件j における採用・不採

用判断の効果日(1， 135) =9.25， pく.005]， r採用判

断」における条件の効果[F(1， 135) =4.39， pく.05Jが

有意で、 rA条件」で、はra jがri jよりも， r a jでiまrA

条件」がrI条件」よりも高かった。

②(有罪・無罪判断)を要因とする I要陸の分散分析

有意な効果はみられなかった(p>.1)。

③(群)を要国とする 1要因の分散分析

有意な効果はみられなかった(p>.1)。



画審議による採用・不採用の結果が有罪・無努判断

に及ぼす影響

「鑑定書が証拠採用されたか否かの情報が有罪・無

罪判断に影響したか』の判断および判断の確信度は，

-9.5~9.5の数値に変換し (-9.5=強い確信をもって

影響しなかった。 9.5=強い確信をもって影響した)， 

審議による採用・不採用の結果が有罪・無罪判断に

及ぼす影響とした。

(実験条件(AvsI))x(有罪・無罪判断)の2要因

の分散分析， (実験条件 (AvsI))x(採用・不採用

判断 (avsi))x(有罪・無罪判断)の 3要因の分散

分析， (有罪・無罪判断)を要因とする l要因の分散

分析，群(有強vs有弱vs無弱vs無強)を要因とする

要因の分散分析を行った。

①(実験条件(AvsI))x(有罪・無罪判断)の 2要国

の分散分析

有罪・無罪判断の主効果が有意で、 [F(1， 135)ニ

14.28， Pく.001]， ，有罪」が「無罪」よりも高かった。

また交互作用が有意で、 [F(1， 135)ニ7.12，Pく.01]，

単純主効果の検定では 'A条件」における有罪・無罪

判断の効栄[F(1， 135)ニ20.79，Pく.001]， ，有罪」に

おける条件の効果[F(1， 135) =4.54， Pく.05Jが有意

だった。 'A条件」で、は「有罪Jが「無罪Jよりも有罪」

では 'A条件」が， 1条件」よりも高かった。しかし，

実験条件の主効果は有意で、はなかった(p>.l)。

②(実験条件 (Avs I)) x (採用・不採用判断 (avs 

i )) x (有罪・無罪判断)の3要因の分散分析

有罪・無罪判断の効果[F(1， 131)=6.58， p<.025]， 

採用・不採用判断の主効果 [F(1， 131)ニ10.67，

pく.005Jが有意で有罪」が「無罪」よりも，a Jが

， i J よりも高かった。また実験条件と有罪・無罪判

断の交互作用が有意で、 [F(1， 131) =6.36， Pく.025]，

単純主効果の検定では「有罪」における実験条件の効

果[F(1， 131)ニ5.97，Pく.025]， 'A条件」における有

罪・無罪判断の効果[F(l， 131)斗 2.93，p<.005Jが

有意だった。それ以外に有意な効果はみられなかっ

た(p>.1)。

③(有罪・無罪判断)を要因とする l要因の分散分析

有罪・無罪判断の主効巣が有意で [F(1， 137)ニ

15.09， p<.OOlJ， ，有」が「無」よりも高かった。

④(群)を要因とする l要因の分散分析

龍谷大学矯正・保護研究センター研究年報第2i号 2005年

有意な効果がみられ[F(3， 135) =5.76， Pく001]，

下位検定の結果無強」が有強J，有弱」よりも

有意に低かった(pく01)。
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英文要旨

Summaザ:Do tribunal decisions and/or lay judges' personal decisions on 

adrnissibility of evidence affect their conviction rates? 

Key words: lay judge， inadmissible evidence， conviction rate， pr巴trialdecision on admissibility of evidence， 

mixed tribunal. 

Yuko YAMAZAKl (Hokkaido University， Doctoral Course) 

Yuji ITOH (Professor ofPsychology， Keio U凶versity)

乱1akikoNAKA (Professor ofPsychology， Hokkaido University) 

A partial amendment of the Criminal Procedure Act was delivered in 2004. The law entit1es a judge to 

decide admissibility/inadmissibility of evidence in a pretrial procedure. Because the procedure is clos巴dto 

lay judges in the白印remixed tribunals， some argue that transp乱rencyof the procedur巴mightbe jeopardized. 

However， others argue that the procedur巴isin the interest of justice because lay judges might be easily 

biased if they were exposed to prosecuting but possibly inadmissible evidence in the court. In this study， 

we investigated whether or not lay judges' conviction rate was affected by (1) their being exposed to such 

evidence， (2) their personal decisions on admissibility/inadmissibility of the evidence， and (3) the tribunal 

decisions on admissibility/inadmissibility of the evid巴nc巴， Results showed that exposing lay judges to 

possibly inadmissible evidence did not necessarily raise the conviction rat巴・Furthermore，when the evid巴nce

was decided inadmissible by the tribunal decision， lay judges could ignore the evidence. Desirable procedures 

wer巴discussed.
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